
1 

再評価個表 

事 業 名 急傾斜地崩壊対策事業 事業主体 愛媛県 

施設･工区名等 (急)仁
に

江
え

地区 事業箇所 今治市
いまばりし

吉海町
よしうみちょう

仁
に

江
え

事業主旨 

（急）仁江地区では、荒廃した急傾斜地において、将来的な豪雨によ

り斜面崩壊が発生し、崩壊土砂の流出から保全対象施設を守るため、急

傾斜地崩壊対策工（待受擁壁工 L=669m、落石防護柵工 L=669m）を整備

する計画である。 

これにより人家 34 戸、国道 30ｍ及び市道 170ｍに対する土砂災害を

防止することができる。 

再評価の 

実施理由 
「事業採択後５年が経過して継続中」の補助事業 

１．地域の概要 

（急）仁江地区は、今治市吉海町仁江に位置しており、集落の背後斜面は一部が墓地

として利用されているが、大部分は山林である。対象地周辺の地質はマサ起源の砂質土

が斜面に表土および崖錐土砂として堆積している。被害想定区域内には保全対象として

人家や市道があり、土砂災害が発生した場合には甚大な被害を生じるものと想定され

る。 
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２．事業概要及び事業経緯 

事業採択 
平成 23年度（平成 31年度

より補助事業へ移行） 
完成予定（注） 令和１０年度（見込み） 

用地着手 令和元年度 工事着手 令和元年度 

全体事業費 ４００百万円(うち用地費：０．３百万円) 

(1)事業概要 擁壁工、防護柵工、排水工 延長 ６６９ｍ 

(2)事業経緯 

・急傾斜地崩壊対策事業採択：平成 23年 8月 

・工法確認：平成 25年 8月 

・急傾斜地崩壊危険区域指定：平成 26年 4月（愛媛県告示第 472号）  

・補助事業への移行：平成 31年 4月～ 

 （注）完成予定は、今後の予算の見通しや用地買収の進捗等の不確定要素があるた

め、現時点での見込みを示す 

 

３．事業の必要性及び整備効果等 

(１)事業の必要性  

（急）仁江地区では、被害想定区域内に人家、国道及び市道があり、これら保全施設

の土砂流出による被害軽減を図る必要がある。 

(２)事業の整備効果  

急傾斜崩壊対策施設を整備することで、年超過確率 1/50 の崩壊土砂に対して、国道 30

ｍ、市道 170m及び人家 34戸が保全できる。 

(３)事業を巡る社会経済情勢等の変化  

【世帯数と人数】 

 （急）仁江地区は、今治市大島支所から北東方向に約 1.5kmの位置で大島の中央部に

相当する。地区の北東側には標高 148ｍの独立峰があり、その西～南側斜面すそ部に密集

する人家集落である。 

当地区がある今治市（吉海町）では、人口が減少傾向にあるため、人家背後の斜面で

は手入れが満足にできず、荒廃が進んでいくと考えられる。 

【地域の協力体制】 

地元関係者からの要望により事業化された経緯もあり、調整も完了している。また、

急傾斜地崩壊危険区域の指定は完了しているとともに、未取得の用地についても令和６

年度には完了予定であり、工事も順次継続して進んでいる。 
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４．事業の進捗状況及び進捗の見込み 

(うち用地費) 

Ｒ４末投資事業費 

(０．３百万円) 

２７３百万円  

[進捗率：８８．０％](事業費換算) 

[進捗率：６８．３％](事業費換算) 

(１)事業の進捗状況  

地元の協力体制は整っているものの、相続人多数地の用地取得に不測の時間を要した

ことから、事業が遅延している状況である。現在は、相続人調査も進んでおり、令和 6年

度末までに用地取得が完了する見込みである。 

(２)これまでの整備効果  

Ａ工区、Ｂ工区、Ｄ工区の一部、Ｅ工区、Ｆ工区、Ｇ工区（計３９７ｍ）について

は，待受擁壁が整備済みであり、がけ崩れ対策が完了している。しかし，他区間につい

ては未施工の状態であり，斜面は荒廃が進み、未だに不安定な状況となっている。 

(３)今後の事業進捗の見込み  

事業進捗率は、令和４年度において６８．３％である。 

残区間についても、用地取得が令和６年度末に完了し、継続して急傾斜地崩壊防止工

事を進めることができれば、令和１０年度までの事業完了に支障はない。 

５．事業の投資効果（費用対効果分析） 

・費用便益比 

Ｃ：総費用＝３９９.８百万円 

   ・建設費   ３９９．８百万円 

Ｂ：総便益＝３，６１２.５百万円 

    ・主たる便益の項目：直接被害軽減効果（人家）４２５百万円 

              人的被害軽減効果（逸失）１５０百万円 

 Ｂ／Ｃ＝３，６１２．５／３９９．８＝９．０４ 

 

・参考資料 

  急傾斜地崩壊対策事業の費用便益分析マニュアル（案）令和 3年 1月 

  （出典：国土交通省水管理・国土保全局砂防部） 

６．コスト縮減や代替案立案等の可能性 

本事業では、コスト縮減として以下の内容に取り組んでいる。 

① 埋戻材料及び盛土材料には、建設発生材を有効活用する。 

② 残土搬出については公共工事間流用が図れるよう、各関係機関との情報交換を積極

的に行う。 

７．そ の 他 

当地区では、被害想定区域内に人家、国道及び市道があることから、これら保全施設

の崩壊土砂による被害軽減を図るべく、急傾斜地崩壊防止施設の整備は不可欠である。 

８．対応方針（素案） 

本事業を『継続』としたい。 

 




